
法令の条項 文言 該当の有無・当社の状況

銀行法規則

第34条の37第6号

主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証

又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合

においては、次のいずれにも該当しないこと。

イ 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。

ロ
兼業業務の内容が銀行代理業者としての社会的信用を損なうおそ

れがあること。

ハ

銀行代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は

手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介（所属銀行が

受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係

るもの及び規格化された貸付商品（資金需要者に関する財務情報

の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定され

ることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ

（２）において同じ。）（貸付けの金額が一千万円を上限とする

ものに限る。）であつてその契約の締結に係る審査に関与しない

ものを除く。）であることその他の兼業業務における顧客との間

の取引関係に照らして、所属銀行と銀行代理業者の利益が相反す

る取引が行われる可能性があると認められるものであること（申

請者が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合及び所属

銀行から地域における人口の減少等に伴う当該所属銀行の営業所

の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて銀行代

理業を営む場合を除く。）。

ニ

兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、銀行代理

業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認め

られること。

【監督指針Ⅷ－３－２－２－４（６）】

「兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用」する行為については、金融機

関の業態区分の緩和及び業務範囲の拡大に伴う不公正な取引方法について（平成

16 年12 月１日：公正取引委員会（再掲））も参考とするが、例えば、次に掲げる

行為は、兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用する行為に該当し得る。

① 顧客に対し、銀行代理業として代理又は媒介する預金の受入れを内容とする契

約（その他法第２条第14 項各号に掲げる行為についても同様。以下②から④にお

いて同じ。）の締結に応じない場合には兼業業務に係る取引を取りやめる旨又は兼

業業務に関し不利な取扱いをする旨を示唆し、預金の受入れを内容とする契約を締

結することを事実上余儀なくさせること。

② 顧客に対する兼業業務の取引を行うに当たり、銀行代理業として代理又は媒介

する預金の受入れを内容とする契約の締結を要請し、これに従うことを事実上余儀

なくさせること。

③ 顧客に対し、銀行代理業に係る業務として行う業務の競争者と取引する場合に

は兼業業務の取引を取りやめる旨又は兼業業務に関し不利な取扱いをする旨を示唆

し、自己の競争者（銀行及び銀行代理業者を含む。④において同じ。）と預金の受

入れを内容とする契約を締結することを妨害すること。

④ 顧客に対する兼業業務の取引を行うに当たり、自己の競争者と預金の受入れを

内容とする契約を行わないことを要請し、これに従うことを事実上余儀なくさせる

こと。

ホ

その他銀行代理業の内容に照らして兼業業務を営むことが顧客の

保護に欠け、又は所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を

及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。

他に業務を営むことによりその銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがないことに関する説明

　※説明にあたり参照する社内規程等がある場合には添付すること

※関東財務局での審査にあたり

提出をお願いしている書類です。



同第7号

主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証

又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合にお

いては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、銀

行代理業として行う法第二条第十四項第二号に掲げる行為の内容

及び方法が次のいずれかに該当すること（その業務について所属

銀行と銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がな

いと認められる場合にあつては、前号イからホまでのいずれにも

該当しないこと。）。

イ
所属銀行が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行

う契約に係るものであること。

ロ

事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容

とする契約の締結の代理又は媒介であつて、次のいずれにも該当

すること（イに該当する場合を除く。）。

(1)
貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係

るものであること。

(2)
規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与

するものでないこと。

(3)

兼業業務として信用の供与を行つている顧客に対し、銀行代理業

に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代

理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は電磁的方法

による同意を得て、所属銀行に対し、兼業業務における信用の供

与の残高その他の所属銀行が契約の締結の判断に影響を及ぼすこ

ととなる重要な事項を告げることとしていること。

銀行法施行規則

第34条の48第1項

銀行代理業者（所属銀行又は所属銀行を子会社とする銀行持株会

社の子会社であるものを除く。以下この条において同じ。）は、

銀行代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報（その

役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資

金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関す

る公表されていない情報（前条において準用する第十三条の六の

六に規定する情報及び前条において準用する第十三条の六の七に

規定する特別の非公開情報を除く。）をいう。）が、事前に書面

その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業

務（保険募集及び保険媒介業務に係る業務を除く。次項において

同じ。）に利用されないことを確保するための措置を講じなけれ

ばならない。

同第2項

銀行代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開

情報（その兼業業務上知り得た公表されていない情報（前条にお

いて準用する第十三条の六の六に規定する情報及び前条において

準用する第十三条の六の七に規定する特別の非公開情報を除

く。）をいう。次項において同じ。）が、事前に書面その他の適

切な方法により当該顧客の同意を得ることなく銀行代理業及び銀

行代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措

置を講じなければならない。

同第3項

銀行代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開

情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を

得ることなく所属銀行に提供されないことを確保するための措置

を講じなければならない。


